
水沢ワイン　ドメーヌフイアージュ

五十嵐和仁さん
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７月放送のCTY-FM「よっかいち　わいわい人探訪！」でも紹介します。（放送時間は裏表紙へ）

標高290mの宮妻の丘に広がる農園 醸造所「ドメーヌフイアージュ」

か、そんな思いが、農業に挑戦するきっかけに
なりました。

お茶とともに歩む新たな魅力を
以前から興味のあった果樹栽培に挑戦するこ

とを決め、好きだったブドウを調べる中で、美
しいブドウ畑の景観に魅力を感じました。水沢
町は南向きの斜面が多く、水はけも良いため果
樹栽培に適した環境がありますし、美しい茶畑
の中にあっても景観を損ないません。
また、ブドウは葉の管理が品質を左右すると

され、水沢町の名産であるお茶もまた「葉」を
育てる文化です。お茶の産地である水沢町だか
らこそ、お茶とともに水沢町の魅力となる新た
な名産品を育てていけるのではないかと考えて
います。

人とのつながりに支えられて
昨年11月に初めてのワインを販売したとこ

ろ、想像以上の反響をいただきました。特に印
象的だったのは、普段あまりワインを飲まない
という人が、たくさん買いに来てくれたことで
す。それだけ地元の皆さんが、水沢町や四日市
の魅力、地産地消に関心を寄せてくれているの
だと感じました。
これからはワインだけでなく、萬古焼や地元

食材との組み合わせなど、四日市ならではの楽
しみ方も提案していきたいと思っています。始
まったばかりで、まだ足りないところもあるか
もしれませんが、成長過程も含めて楽しんでい
ただけるワインを育てながら、水沢町や四日市
の魅力を次の世代につないでいけたらと思って
います。

変わりゆく故郷をきっかけに生まれた　
新たな挑戦
祖父が専業農家だったので、農業は身近な存
在でした。私はこどもの頃から興味のあった建
設業の道に進みましたが、忙しい日々を送る中
でも、農業への興味は持ち続けていました。
私が生まれ育った水沢町は、茶畑が広がる自
然豊かな地域です。しかし近年、耕作放棄地が
増え、昔から見慣れていた景色が少しずつ変わ
っていくのを感じるようになりました。このま
までは地域の魅力が失われてしまうのではない

ブドウ畑で作業する仲間の皆さんと

水沢町でブドウ栽培やワインづくりに取り組
む五十嵐和仁さん。地域の農地や風景を未来に
つなぎたいとの思いから、新たな農業に挑戦し
ています。活動を始めたきっかけや、水沢町へ
の思い、今後の展望などをお聞きしました。

→
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人権のひろば
毎月

22日は「人権
を確かめ合う日」です

人権・同和教育シリーズ

本市では近鉄四日市駅周辺からJR四日市駅
を結ぶ中央通りを、歩行者中心の空間につく
り変える「中央通り再編事業」に取り組んで
いるところです。
６月13日に、昨年12月20日に完成したよ
んまるテラス（円形デッキ）につながる連絡
通路（直線デッキと近鉄百貨店内連絡通路）
が完成し、無事開通する運びとなりました。
あすなろう四日市駅と近鉄四日市駅が結ば
れることで歩行者と自動車の動線が分離され、
安全性が向上します。また、よんまるテラス

と途切れることのない屋根とエレベーター、
エスカレーターの設置で、天候に左右されに
くい快適な歩行空間となりました。
よんまるテラス連絡通路開通記念式典では、
多くの来賓の皆さんから祝辞をいただいたほ
か、市内の小学生50人と、連絡通路の門出を
祝うカラーテープ投げと渡り初めを行い、皆
さんの元気な笑顔とともに、開通を祝うこと
ができました。
今後の「中央通り再編事業」の取り組みな

どは、広報よっかいち８月上旬号で紹介予定
です。楽しみにしていてください。

問 人権・同和政策課（ TEL  354-8156　 FAX  354-8611）

皆さんは、いわゆる「人権三法」を知って
いますか。いまから10年前の2016年に施行
された「障害者差別解消法」「ヘイトスピー
チ解消法」「部落差別解消推進法」の三つの
法律を指し、差別解消を目的とした重要な法
律であることから「人権三法」と呼ばれてい
ます。
本市では、市役所全体の横断組織である人
権施策推進委員会を設置し、市民啓発や相談、
職員研修などに連携して取り組んでいます。
また、学校や地域における人権教育や「じん
けんフェスタ」などの啓発事業を通じて、差
別解消に向けたさまざまな取り組みを行って

います。
しかし、インターネット上ではヘイトスピ

ーチや部落差別などに関する差別的な書き込
み、個人への誹謗中傷が後を絶たず、依然と
して深刻な問題となっています。
人権が尊重される社会を実現するには、人

権に関するあらゆる問題を自分に関係のある
こととして考えることが大切です。
施行10年の節目に、「人権三法」の内容や

施行の背景、市の社会啓発活動に関心を持ち、
積極的に人権啓発イベントに参加して理解を
深めてみませんか。

『人権三法』が施行１０年を迎えました  

 よんまるテラスにつながる 
 連絡通路が開通！ 

開通を祝うテープ投げ
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